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東 北 電 力 株 式 会 社 

東北電力ﾈｯﾄﾜｰｸ株式会社 

 

出勤者数の削減に関する実施状況について 

 

東北電力および東北電力ネットワークは、一体となって新型コロナウイルス感染症

対策本部を設置し、電力の安定供給やサービスレベルの維持に必要な体制を確保した

うえで、感染防止・接触機会の低減に向けた対策として、以下の取り組みを実施して

おります。  

テレワーク推進に向けた具体的な取組・工夫 

・ ＩＣＴツールを最大限活用した積極的な在宅勤務の奨励 

・ オンライン会議ツール等のＩＣＴ環境を整備 

・ 会議、出張、研修等の原則オンライン化（非対面での実施） 

・ 在宅勤務の社内ルールを改定（回数の上限撤廃等） 

 

出勤者数削減に向けた具体的な取組・工夫（テレワーク関連を除く） 

・ 普通休暇の取得奨励 

・ フレックスタイム制度、指定勤務、時差出勤の奨励 

 

２０２１年１０月の出勤者数の削減率は以下のとおりであり、電力の安定供給、お

客さまサービスレベルの維持等に支障のない範囲で実施しております。 

【出勤者数の削減率】 

算定の対象とする事業所の範囲 
目標値 

(削減率) 

実績 

平均 最大 

東北電力株式会社 本店、東京支社 

東北電力ﾈｯﾄﾜｰｸ株式会社 本社、東京事務所 

※テレワーク実施可能な従業員は、全従業員

の約 20％ 

35％ 19.7％ 27.8％ 

≪事業所別の実施状況≫ 

東北電力株式会社 本店 

東北電力ﾈｯﾄﾜｰｸ株式会社 本社 

※テレワーク実施可能な従業員は、全従業員

の約 20％ 

35％ 19.6％ 27.6％ 

東北電力株式会社 東京支社 

東北電力ﾈｯﾄﾜｰｸ株式会社 東京事務所 

※テレワーク実施可能な従業員は、全従業員

の約 0.5％ 

70％ 34.2％ 57.6％ 

 以 上 


